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その他ナンバリング実施に関する留意事項 1 
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 系統番号を設定する場合は、地域の公共交通網の現状及び今後の見込み3 

を踏まえ、運行主体・運行形態横断的かつ整合性のある一定の設定ルー4 

ルの下で、個々の運行系統に系統番号を付与することが望ましい。 5 

 この場合、例えば、対象となる運行系統について、運行形態（一般路線6 

バス、空港アクセスバス、高速バス、定期観光バス、コミュニティバス、7 

急行系統、普通系統、深夜バス等）や運行経路（起点・経由・終点）な8 

どの共通性に着目して運行系統をグルーピング化し、運行系統の設定ル9 

ールに反映させることが考えられる。 10 

 このため、系統番号の設定について検討する場合には、関係する乗合バ11 

ス事業者から、系統番号・行先番号の設定の有無及び設定ルールの概要、12 

設定ルールの背景となっている考え方、利用者への浸透の程度、現在の13 

系統番号・行先番号の問題点、ナンバリングの反映対象、行先表示器の14 

状況（方向幕式・ＬＥＤ式の別及びそれぞれの台数、方向幕式の LED 式15 

への代替予定等）、運行系統の再編や定期的なダイヤ改正の予定時期、16 

ナンバリングに当たっての懸念点・留意点・要望事項等を聴取した上で17 

設定ルール等について検討することが望ましい。 18 

 起点停留所・経由停留所・終点停留所のいずれかが異なる場合は、異な19 

る系統番号を付与することとする。例えば、停車する停留所が限定され20 

ている特急系統、急行系統等は、普通系統とは経由停留所が異なるため、21 

異なる系統番号を付与することとする。 22 

 他の乗合バス事業者が運行する運行系統を含め、起点停留所・経由停留23 

所・終点停留所のいずれかが異なる場合は、同じ系統番号を付与しない24 

こととする。（この原則を徹底できず、同じ駅や停留所を発着する運行25 

内容が異なる複数の運行系統に同じ番号が振られてしまうと、利用者が26 

間違ったバスに乗車してしまうトラブルが生じてしまう。また、これに27 

加え、バスマップ上などで正確かつシンプルに走行ルートを表現するこ28 

とができなくなる。） 29 

 運行内容が異なる運行系統に既に同じ番号が付与されている場合には、30 

そのような状況を速やかに解消する必要がある。（例えば、2 つの運行31 

系統に「22」番という番号が重複して使用されている場合、利用者数が32 

多い運行系統は引き続き「22」番を使用し、他方の運行系統については33 

百の位を新たに加えて「122」番を使用することとするなどの工夫を行34 
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うことが考えられる。また、運行内容の大部分が共通している場合は、35 

必要に応じ、枝番号の形式（例えば、「２２A」、「２２B」等）の系統番36 

号に改めることも考えられる。） 37 

 なお、路面電車に路線番号が付与されている場合は、乗合バスの系統番38 

号と重複しないことが望ましい。 39 

 これに加え、運行する乗合バス事業者が異なる場合であっても、起点停40 

留所・経由停留所・終点停留所が同じ共同運行系統であって、定期券や41 

回数券、ＩＣカードシステムの相互利用が可能な場合は、同じ系統番号42 

を付与することが望ましい。 43 

 乗合バスは運行系統の新設・変更・廃止が比較的頻繁に行われるため、44 

各事業者が自らが利用できる番号を容易に確認できるようにする必要45 

がある。このため、例えば、一定の範囲内の番号について、各事業者用46 

の予備枠として予め配分しておくことが考えられる。 47 


